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証券コード　5247
2023年６月14日

株　主　各　位
東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
株 式 会 社 B T M

代表取締役社長兼CEO 田 口 雅 教

第12期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサ
イトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。

　当社ウェブサイト　https://www.b-tm.co.jp/ir
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主総会」を選択いただ
き、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）
のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」
に「ＢＴＭ」又は「コード」に当社証券コード「5247」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

敬　具
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１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号

渋谷ソラスタ４階　渋谷ソラスタコンファレンス４E
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第12期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び計算書類報

告の件

 

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら株主総会出席票を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書
面をお送りいたします。
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(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大があったものの、
行動制限を行わない方針が掲げられたこと等に伴い、国内の経済活動に回復の動きが見られつ
つありました。一方で依然としてロシア・ウクライナ情勢の長期化及び原材料高騰等の影響に
よる物価の高騰など、引き続き先行き不透明な状況が続いております。
　当社のDX推進事業を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多くの
企業でDXの必要性が高まっており、株式会社電通デジタルの調査では日本企業の84％がすで
にDXに着手しているというデータがあります（出所：「日本における企業のデジタルトラン
スフォーメーション調査（2022年度）」）。また、今後も引き続きDXに取り組む企業は増加
することが見込まれ、時代の変化に対応したビジネスモデルの変革などでITニーズはさらに高
まるものと判断しております。
　このような環境の下で、当社ではミッションである「日本の全世代を活性化する」を推進す
べく、前事業年度より継続して全国のITエンジニア等の人材を積極的に採用及び教育するとと
もに外部協力企業やフリーランスエンジニアの開拓を行い、開発体制の強化及びネットワーク
強化に努めました。また既存顧客との取引継続及び新規顧客の獲得に注力してまいりました。
　この結果、当事業年度の経営成績は、売上高3,548,534千円（前期比16.7％増）となりま
した。売上総利益は、従業員数増加に伴う人件費の増加及び外部協力企業等が増加したことに
伴う外注費の増加があったものの、自社エンジニアを含めた総稼働案件数が増加したことで
595,043千円（前期比22.7％増）となりました。営業利益は従業員数増加に伴う人件費の増
加及び人材採用が順調に進んでいることから採用に関する費用が増加しているものの、売上高
が伸長したことにより、131,342千円（前期比90.2％増）となりました。経常利益は支払利
息、上場関連費用等の計上により115,073千円（前期比70.9％増）となりました。当期純利
益は法人税、住民税及び事業税の計上及び法人税等調整額を計上したため77,686千円（前期
比18.5％増）となりました。
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　なお、当社はDX推進事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお
ります。

② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は980千円で、その内容はサ
ーバーの購入によるものであります。

③ 資金調達の状況
　当社は、2022年12月27日をもって東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。上
場にあたり、2022年12月26日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募
集）による新株式の発行145,000株により、200,100千円の資金調達及び第三者割当増資
（オーバーアロットメント）による新株式の発行45,200株により、62,376千円の資金調達を
行いました。
　また、金融機関より運転資金として長期借入金50,000千円の資金調達を行いました。
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区 分 第 ９ 期
(2020年３月期)

第 10 期
(2021年３月期)

第 11 期
(2022年３月期)

第 12 期
(当事業年度)

(2023年３月期)

売 上 高 (千円) 2,291,424 2,477,088 3,041,657 3,548,534
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (千円) 28,598 △83,269 67,340 115,073
当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△） (千円) 12,408 △81,762 65,570 77,686
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) 10.79 △71.10 56.59 63.15

総 資 産 (千円) 814,213 658,889 865,234 1,261,718

純 資 産 (千円) 127,604 45,842 137,546 479,205

１株当たり純資産 (円) 87.86 6.10 94.77 347.47

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）2022年９月６日付で普通株式１株につき500株の割合をもって株式分割を行っております。
第９期(2020年３月期)の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純
利益及び１株当たり純資産を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題
　当社の対処すべき課題は、以下のとおりであります。
（エンジニアの確保）
　DX市場のさらなる拡大とそれに伴うエンジニア不足が見込まれる中、自社エンジニアの人
数をより多く確保していくことが当社の成長にとって不可欠であり、採用の強化、離職率低下
の両面から取り組んでいます。
　前者については、拠点（主にラボ）を地方に展開することで就業可能なエリアを広げ、東京
都と同水準の給与や魅力的な開発案件を提供することで、主に地方でのエンジニア採用に注力
しており、今後は更に加速していきます。
　後者については、個人面談等を通じてのエンジニアの意向や現況の把握、各人のキャリアプ
ランに合わせた案件アサイン、エンジニア目線に立った研修や福利厚生等の社内制度拡充とい
った施策をこれまで以上に徹底し、改善を図っていきます。

（マネジメント層の充実）
　前述のエンジニアを含め、事業の特性上会社の成長には各部門（特に開発部門、営業部門）
の人員増が不可欠ですが、マネジメント層の充実が追い付かないと増加した人員が機能せず成
長の阻害要因となります。既存社員の育成には既に取り組んでおりますが、併せて中途採用に
よる補完も視野に入れていきます。

（技術力の向上）
　DX市場のさらなる拡大とそれに伴うエンジニア不足が見込まれる中ではありますが、魅力
的な案件（技術トレンド、利益率、知名度等）をより多く獲得していくためには会社全体での
技術力の向上が不可欠となります。そのために拠点を跨いでのチーム編成や教育体制、社内外
のリソースを活用した勉強会、書籍購入や外部講習参加への費用補助等を行っており、今後は
更に拡充していきます。また、会社全体の高い技術力は、エンジニアにとって自身の成長やモ
チベーションにプラスとなるため、新規採用の強化や離職率低下にも繋がります。

事 業 区 分 事 業 内 容

D X 推 進 事 業 ITエンジニアリングサービス
DXソリューションサービス

(5) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
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本 社 東京都渋谷区

大 阪 支 社 大阪府大阪市北区

福 岡 支 社 福岡県福岡市中央区

(6) 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）

使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

 173（ １）名 26名増（１名増） 34.6歳 2.9年

(7) 使用人の状況（2023年３月31日現在）

（注）１．使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であ
り、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．使用人数が前事業年度末と比べて26名増加しましたのは、業容拡大のため採用数が増加したため
であります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 222,990千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 103,409

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,352

(8) 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　2022年12月27日付で、当社株式は東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
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(1) 発行可能株式総数 4,700,000株
　（注）2022年８月19日開催の臨時株主総会決議により、2022年９月６日付で発行可能株式総数
　　　　の変更及び株式分割に伴う定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は4,697,000株増加
　　　　し、4,700,000株となっております。

(2) 発行済株式の総数 1,379,200株
　（注）１．2022年８月19日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付でＡ種優先株式に係る定
　　　　　　款の定めを廃止し、Ａ種優先株式300株は当社の普通株式300株に転換しております。
　　　　２．2022年９月６日付で普通株式１株につき500株の割合で株式分割を行い、発行済株式
　　　　　　総数が1,179,636株増加しております。
　　　　３．新規上場に伴う、2022年12月26日を払込期日とする公募増資により発行済株式総数
　　　　　　が145,000株増加しております。
　　　　４．2023年１月20日を払込期日とする第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売
　　　　　　出しに関連した第三者割当増資）により、発行済株式総数が45,200株増加しておりま
　　　　　　す。
　　　　５．ストックオプションとしての新株予約権の権利行使により7,000株増加し、発行済株式
　　　　　　総数は1,379,200株となっております。

２. 株式の状況（2023年３月31日現在）
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(3) 株主数 1,265名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

y o s h i d a  i n v e s t m e n t 株 式 会 社 550,000株 39.88％

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 131,500 9.54

田 口  雅 教 116,600 8.45

Ｍ Ｔ イ ン ベ ス ト メ ン ト 株 式 会 社 112,500 8.16

吉 田  悟 86,000 6.24

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 30,700 2.23

野 村 證 券 株 式 会 社 22,100 1.60

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 15,600 1.13

楽 天 証 券 株 式 会 社 12,700 0.92

懸 川  高 幸 8,500 0.62

金 子  正 一 8,500 0.62

(4) 大株主

（注）持株比率は自己株式79を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。
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第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ２ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2020年12月22日 2022年８月19日
新 株 予 約 権 の 数 46個　 165個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 23,000株
（新株予約権１個につき 500株）　

普通株式 16,500株
（新株予約権１個につき 100株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 132,500円
（１株当たり 265円）　

新株予約権１個当たり 150,000円
（１株当たり 1,500円）　

権 利 行 使 期 間 2022年12月23日から
2030年12月22日まで 2023年６月19日から無期限

行 使 の 条 件 （注） （注）

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 46個
目的となる株式数 23,000株
保有者数 １名　

新株予約権の数 165個
目的となる株式数 16,500株
保有者数 １名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
（１）新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査

役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関
連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなけ
ればならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締
役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

（２）新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は
相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこ
の限りでない。

（３）新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも
のとする。

（４）権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株
予約権を行使することができないものとする。
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第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2022年８月19日

新 株 予 約 権 の 数 85個　
新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 8,500株

（新株予約権１個につき 100株）　
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 150,000円
（１株当たり 1,500円）　

権 利 行 使 期 間 2023年６月19日から無期限

行 使 の 条 件 （注）

使用人等への交付状況

当 社 使 用 人
新株予約権の数 85個
目的となる株式数 8,500株
交付対象者数 １名　

子会社の役員及び使用人
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
交付対象者数 －名　

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

（注）新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
（１）新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査

役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関
連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなけ
ればならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締
役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

（２）新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は
相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこ
の限りでない。

（３）新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも
のとする。

（４）権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株
予約権を行使することができないものとする。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 吉 田 　 悟 yoshida investment株式会社　代表取締役

代 表 取 締 役 社 長 田 口 雅 教 MTインベストメント株式会社　代表取締役

取 締 役 懸 川 高 幸 管理事業推進本部長

取 締 役 長 井 宏 和 GreenSnap株式会社　監査役

常 勤 監 査 役 金 子 正 一 －

監 査 役 蝦 名 大 輔 蝦名公認会計士事務所所長
株式会社アンドビー代表取締役

監 査 役 後 藤 　 大
晴海パートナーズ法律事務所　パートナー
医療法人平心会　監事
明治大学自動運転社会総合研究所　客員研究員
一般社団法人弁護士業務デジタル化推進協会　理事

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役長井宏和氏は、社外取締役であります。
２. 監査役金子正一氏、監査役蝦名大輔氏及び監査役後藤大氏は、社外監査役であります。
３. 取締役長井宏和氏は、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
４. 常勤監査役金子正一氏は、前職において管理・財務担当役員として要職を務めた経験から、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しております。
５. 監査役蝦名大輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
６. 監査役後藤大氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しておりま

す。
７. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役及び管理職以上の従業員であ
り、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務に関する損害
を塡補することとしております。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪
行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等の場合には
填補の対象としないこととしております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、取締役の個人別報酬等の決定に関する方針を当社役員報酬規程に定めており、その
決議機関は取締役会であります。当社は2021年２月24日開催の取締役会において当該規程の
制定に係る決議を行っており、その内容を変更する場合も取締役会の決議が必要となります。
　取締役の個人別報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締
役の報酬額決定を一任された代表取締役社長の田口雅教が、役員報酬規程に基づき貢献度等の
評価を勘案のうえ決定しております。具体的には、当社業績、経済状況、競合他社の報酬水準
および従業員給与とのバランスなどを考慮のうえ、貢献度等の評価を勘案し株主総会で決定し
た報酬総額の限度内において決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役
の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が役員報
酬規程に沿うものであると判断しております。
　報酬額決定を一任する理由は、各取締役の業務執行状況を最も理解し的確に把握している代
表取締役社長が評価することが適切であると、取締役会が判断したことに基づきます。
　監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によ
って決定しております。
　当社の役員報酬は固定報酬のみであり、その他業績連動報酬等は採用しておりません。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

50,445千円
（1,800）

50,445千円
（1,800）

－千円
（－）

－千円
（－）

４名
（１）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

12,405
（12,405）

12,405
（12,405）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

62,851
（14,205）

62,851
（14,205）

－
（－）

－
（－）

７
（４）

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2021年１月26日開催の臨時株主総会（決議当時の取締役員数は４名、定款
上の員数は１名以上）において、年額100,000千円以内（うち社外取締役10,000千円以内）と決議
いただいております。

２. 監査役の報酬限度額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会（決議当時の監査役員数は２名、定
款上の員数は２名以上３名以内）において、年額20,000千円以内と決議いただいております。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役長井宏和氏は、GreenSnap株式会社の監査役であります。当社と兼職先の間に特別
の関係はありません。

・社外監査役蝦名大輔氏は、株式会社アンドビーの代表取締役及び蝦名公認会計士事務所の代
表であります。株式会社アンドビーは当社の株主であるほか特別の関係はありません。

・社外監査役後藤大氏は、晴海パートナーズ法律事務所のパートナー、医療法人平心会の監
事、明治大学自動運転社会総合研究所の客員研究員及び一般社団法人弁護士業務デジタル化
推進協会の理事であります。当社と兼職先の間に特別の関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役 長 井 宏 和

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。
主に長年ベンチャー企業での管理・財務担当役員としての豊富な知識・
経験から、取締役会では特に管理体制やコンプライアンスの観点から適
宜に意見を述べており、経営判断に関する専門的な立場から監督、助言
等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

社外監査役 金 子 正 一

当事業年度に開催された取締役会20回の全て、監査役会16回の全てに
出席いたしました。取締役会において、前職における管理・財務担当役
員としての豊富な知識・経験から適宜、必要な発言を行っております。
監査役会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事
項の協議等を行っております。

社外監査役 蝦 名 大 輔

当事業年度に開催された取締役会20回の全て、監査役会16回の全てに
出席いたしました。
公認会計士としての会計、内部統制に関する専門的な知識・経験から取
締役会において適宜、必要な発言を行っております。監査役会におい
て、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行
っております。

社外監査役 後 藤 　 大

当事業年度に開催された取締役会20回の全て、監査役会16回の全てに
出席いたしました。
弁護士としての企業法務に関する専門的な知識・経験から取締役会にお
いて適宜、必要な発言を行っております。監査役会において、監査結果
についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま
す。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 12,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 13,500

５. 会計監査人の状況
(1) 名称　　　PwC京都監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、PwC京都監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に新規上場に係
るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a．全ての取締役及び使用人が、法令及び定款の遵守、企業理念の遵守、社会倫理の遵守及び
社会的責任を達成するため、「コンプライアンス規程」その他関連社内規程を整備の上、
その周知徹底を図る。

b．市民社会への秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力
対策規程」に基づき、一切の関係を持たないこととし、不当な要求に対しては毅然とした
対応を行う。

c．取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、「取締役
会規程」に基づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。

d．監査役は、内部監査担当者、監査法人と連携しつつ、法令等が定める権限を行使し、「監
査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき取締役の職務の執行を監査する。また、必
要に応じて取締役会で意見を述べる。

e．内部監査担当者は、監査役、監査法人と連携しつつ、「内部監査規程」に基づきコンプラ
イアンスの状況等について内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告する。

f．企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反
事実やその恐れがある行為等を早期に発見し是正するための仕組みとして、「内部通報規
程」を備え、これを周知し、運営する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実
に、定められた期間、保存、管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持す
る。

b.「情報システム管理規程」及び「個人情報保護管理規程」を定め情報資産の保護、管理を行
う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a．取締役会は、リスク管理体制を構築する責任と権限を有し、多様なリスクを可能な限り未
然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
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b．「リスク管理規程」を定め、発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生し
たリスクへの対応策等を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a．取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき、毎月定時開催し、または必要に応じ
て随時開催する。

b．取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営
を図る。

c．取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速な
業務を執行する。

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分
掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任による
使用人を置くこととする。

⑥ 上記⑤の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮・命令に服し、人事異
動、処遇については、監査役と取締役が協議する。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
　当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員
および使用人に周知徹底する。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
a．取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な
法令又は定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な決定事項、その他
重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、
重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令・定款及び社内規程に基づき監査役に報
告する。
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b．監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその
他重要会議に出席すると共に、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に
説明を求めることができることとする。

⑨ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　監査役への報告を行った当社の役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として
不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員および従業員に周知徹底する。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部
門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でな
いことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a．監査役が適正な監査の実現を図ることを可能とするため、代表取締役は監査役との定期的
な意見交換の場を設けると共に、内部監査担当者は監査役と情報を共有し、連携を保つよ
う努める。

b．監査役は、監査法人と監査法人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監
査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施する
こととする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務執行

　当社は「取締役会規程」に基づき、原則として毎月１回取締役会を開催し、法令又は定款
に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を
行っております。また、社外取締役が１名在籍しており、取締役会における当社取締役の職
務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度においては、取締役会を20回開
催いたしました。
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② コンプライアンス
　当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進
が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を
図っております。代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置
し、年４回開催しており、コンプライアンスに関する方針、計画及び施策を行い、遵守状況
のモニタリングを行っております。また内部通報制度を設けることにより、自浄作用の向上
を企図しており、これらの取組みによって、コンプライアンスの意識向上及び強化に努めて
おります。

③ リスク管理
　当社では、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管
理体制の強化を図っております。当該規程では地震等の自然災害による不測の事態における
対応についても定められております。リスク管理の最高責任者を代表取締役社長とし、リス
ク管理担当部署を管理事業推進本部としております。
　管理事業推進本部は、リスクを網羅的に把握するため、必要に応じて各本部のリスク管理
責任者に対して情報提供を求めることとしており、各本部のリスク管理責任者は部門に係る
リスクや対策等を管理事業推進本部に報告する義務を課しております。その他、リスク・コ
ンプライアンス委員会を年４回開催し、当該委員会においてリスクに関する発生防止、リス
ク対応策等を議論及び検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理
士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防
止と早期発見に努めております。また、社内の内部監査部署である内部監査室が、リスク管
理体制全般の適切性、有効性を検証しております。

④ 監査役監査
　監査役は、株主総会、取締役会に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職
員への質問等の監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行いました。また、内部監査
担当者及び監査法人と綿密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めました。
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７. 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。しかしな
がら、当社は現在、成長過程にあると考えているため、内部留保資金の充実を図り、財務体質強
化・優秀な人材の採用及び育成・内部管理体制強化等の原資として有効活用し、企業価値をさら
に高めることで株主の期待に応えていきたいという考えがあります。
　現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定でありますが、今後の業績
動向、財政状態及び成長戦略等を総合的に勘案しながら、中間配当及び期末配当による株主への
利益還元に努めて参ります。
　剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会として
おります。
　なお、当社は会社法第454条第５項の規定に基づき、９月30日を基準日として中間配当を行う
ことができる旨を定款に定めております。

－ 21 －



科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

1,208,275
666,113
491,256
16,347
2,490
392

12,697
30,047
△11,070

53,442
1,252
51

1,201

52,189
1,388
11,943
38,856

　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 590,697
買 掛 金 242,578
１年内返済予定の長期借入金 137,936
未 払 金 28,391
未 払 費 用 81,629
未 払 法 人 税 等 48,536
預 り 金 2,606
品 質 保 証 引 当 金 2,163
そ の 他 46,856

固 定 負 債 191,815
長 期 借 入 金 191,815

負 債 合 計 782,512
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 479,205
資 本 金 174,837
資 本 剰 余 金 164,837
資 本 準 備 金 164,837

利 益 剰 余 金 139,889
そ の 他 利 益 剰 余 金 139,889
繰 越 利 益 剰 余 金 139,889

自 己 株 式 △358
純 資 産 合 計 479,205

資 産 合 計 1,261,718 負 債 純 資 産 合 計 1,261,718

貸　借　対　照　表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 3,548,534
売 上 原 価 2,953,491
売 上 総 利 益 595,043
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 463,700
営 業 利 益 131,342
営 業 外 収 益

受 取 利 息 5
助 成 金 収 入 1,566
そ の 他 54 1,625

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,397
上 場 関 連 費 用 12,102
そ の 他 2,394 17,894

経 常 利 益 115,073
税 引 前 当 期 純 利 益 115,073
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 41,163
法 人 税 等 調 整 額 △3,776 37,387
当 期 純 利 益 77,686

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年４月 1 日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

純資産
合計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　計

その他利益剰
余金 利益剰余金

合　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 42,672 32,672 32,672 62,202 62,202 － 137,546 137,546

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 132,165 132,165 132,165 264,331 264,331

当 期 純 利 益 77,686 77,686 77,686 77,686

自 己 株 式 の 取 得 △358 △358 △358

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 132,165 132,165 132,165 77,686 77,686 △358 341,658 341,658

当 期 末 残 高 174,837 164,837 164,837 139,889 139,889 △358 479,205 479,205

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 ３年
工具、器具及び備品 ３年～６年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定）を採用しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費 株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

② 品質保証引当金 客先納入後の品質担保等の費用に備えるため、実績率に基づき算出した
発生見込額を計上しております。また、個別に見積可能な費用について
は、発生見込額を見積計上しております。
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(5) 収益及び費用の計上基準
　当社のDX推進事業の主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常
の時点）は以下のとおりであります。
　当社のDX推進事業のサービスは、システム開発を必要とする顧客企業へエンジニアのリソース提供を行
うITエンジニアリングサービスと、システム等の受託開発を行うDXソリューションサービスがあり、主に
準委任契約による取引と請負契約による取引があります。
　準委任契約による取引は、契約内容に応じてエンジニア等の提供するサービスが履行義務であり、当該サ
ービスを提供する時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しております。そのため、サービス提供
をする期間にわたり顧客との契約において約束された金額に基づき、収益を認識しております。
　一方で請負契約による取引は、システム等の開発及び完成が履行義務であり、開発の進捗によって履行義
務が充足されていくものと判断しております。そのため、原則として原価比例法（期末日における見積総原
価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額）で収益を認識しております。ただし、期間のごく短い取
引については、顧客の検収を受けた一時点で収益を認識しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
て適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）
　前事業年度において、区分掲記しておりました営業外費用の「支払手数料」（当事業年度1,017千円）は、
金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては営業外費用の「その他」に含めて計上しておりま
す。

４. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性のあるものは、次のとおりです。
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産　　　11,943千円
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,259千円

当座貸越極度額 150,000千円
借入実行残高 －
差引額 150,000

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　① 算出方法

　繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）
に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異等に対して、翌期の課税所得の発
生見込の範囲内で計上しております。

　　② 主要な仮定
　課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、営業担当及びエンジニアの人
員計画、契約単価、市場環境等であります。

　　③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　将来の課税所得の見込額の変化や、その他の要因に基づき繰延税金資産の回収可能性の評価が変更さ
れた場合、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。

５. 貸借対照表に関する注記

(2) 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの
契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりです。

(3) 偶発債務
　当社は、請負代金支払請求訴訟と損害賠償請求別訴が現在係争中であります。訴訟内容は当社が行ったシ
ステム開発等に対する請負代金の支払いが相手方から得られなかったことを理由に、当社が原告として請負
代金7,776千円及び商事法定利率に基づく遅延損害金に係る請負代金支払請求訴訟を提起いたしました。そ
の後、相手方から当該システム開発等を適切に行わなかったという債務不履行に基づき相手方に発生した損
害及び慰謝料として30,327千円及び商事法定利率に基づく遅延損害金の損害賠償請求別訴を受けておりま
す。現時点では、引当金の要件を満たしていないため、引当金を計上しておりません。なお、今後の訴訟終
結の動向により、将来の損害賠償等次第では計算書類に影響を及ぼす恐れがあります。
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普通株式 1,379,200株

普通株式 79株

普通株式 81,000株

６. 損益計算書に関する注記
　該当事項はありません。

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

　（注）当事業年度において、普通株式の発行済株式が1,377,136株増加しております。その内訳は、2022
年８月19日付でＡ種優先株式に係る定款の定めを廃止しＡ種優先株式300株を普通株式へ転換したこ
とによる増加300株、2022年９月６日付で普通株式１株につき500株の割合で株式分割を行ったこ
とによる増加1,179,636株、新規上場に伴う公募増資による増加145,000株、オーバーアロットメン
トによる売出しに関連した第三者割当増資による増加45,200株、ストックオプションとしての新株予
約権の権利行使による増加7,000株であります。

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当に関する事項
　該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
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貸借対照表計上額 時 価 差 額

長 期 借 入 金 （191,815千円） （186,627千円） △5,187千円

８. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社は、資金計画に基づき事業に必要な資金を銀行等の金融機関からの借入、第三者割当増資等によっ
て調達しております。また、資金運用については流動性の高い預金等に限定し、投機的なデリバティブ取
引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び預り金は、そのほとんどが1か月以内の
支払期日であります。
　借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
a．信用リスク（取引先の債務不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、取引相手毎に期日及び残高管理を徹底することで、回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。

b．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持
などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時間の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、１年内返済予定の長期借入金、未払金、未払費
用、未払法人税等及び預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略し
ております。

（注）１．負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
２．破産更生債権等については、貸倒引当金控除後の計上額に重要性が乏しいため、記載を省略しており
ます。
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区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長 期 借 入 金 －千円 186,627千円 －千円 186,627千円

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金
　変動金利によるものは、市場金利を反映しており、また、当社の信用状態は借入実行後大きく異なって
いないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固
定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しております。これらの取引については、レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産
未払事業税 4,313千円
未払費用 371千円
未払金 7,095千円
貸倒引当金 3,389千円
品質保証引当金 662千円
その他 441千円
繰延税金資産小計 16,274千円
　評価性引当額 △4,330千円
繰延税金資産合計 11,943千円
繰延税金資産の純額 11,943千円

DX推進事業
一時点で移転される財 52,960千円
一定の期間にわたり移転される財 3,495,573
顧客との契約から生じる収益 3,548,534
その他の収益 －
外部顧客への売上高 3,548,534

９. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税等の税率変更による繰延税金資産の金額の修正
　2022年12月27日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことにより、外形標
準課税が適用されることになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は、
2023年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.59％から30.62％に
変更しております。この税率変更により繰延税金資産の金額が937千円減少し、法人税等調整額が同額増加
しております。

10. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（5）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載して
いるため、注記を省略しております。
　なお、当社の顧客との契約における支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融
要素は含まれておりません。
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当事業年度期首残高 当事業年度期末残高
顧客との契約から生じた債権 443,582千円 491,256千円
契約資産 6,519 16,347
契約負債 － 19,578

(1) １株当たり純資産 347円47銭
(2) １株当たり当期純利益 63円15銭

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は、引渡前に顧客から受け取った対価であり、貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めて
計上しております。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社においては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、
残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価
格に含まれていない重要な金額はありません。

11. １株当たり情報に関する注記

（注）2022年９月６日付で普通株式１株につき500株の割合をもって株式分割を行っております。当事業年度
の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定し
ております。

12. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 本 　 剛
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 村 　 仁

独立監査人の監査報告書
2023年５月25日

株式会社ＢＴＭ
取締役会　御中

PwC京都監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＢＴＭの2022年４月１日から
2023年３月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、
財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第12期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役（社外監査役） 金 子 正 一 ㊞
　　　　　   社外監査役 蝦 名 大 輔 ㊞
　　　　　   社外監査役 後 藤 　 大 ㊞

2023年５月25日
株 式 会 社 Ｂ Ｔ Ｍ 　 監 査 役 会

　
以　上
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会場：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号
渋谷ソラスタ４階
渋谷ソラスタコンファレンス４E
TEL 03－5784－2604

交通 ＪＲ線「渋谷」駅 西口より徒歩約6分
※渋谷マークシティ出口より徒歩約２分
京王井の頭線「神泉」駅より徒歩約4分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

道玄坂上
交番前

セブンイレブン

渋谷
マー
クシ
ティ

京王井の頭線
中央口

（マークシティ２階直結）

JR線
ハチ公口

JR線西口

京王井の頭線
アベニュー口

（マークシティ４階直結）

モスバーガー

カプセルホテル
渋谷

南平台

セルリアンタワー

国道2
46

三菱UFJ銀行
西口

バスターミナル

道玄坂
SHIBUYA
109

TSUTAYA

渋谷
ヒカリエ渋谷駅

サピックス
小学部渋谷校

渋谷ソラスタ　コンファレンス

※駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関を
　ご利用くださいますようお願い申しあげます。

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。
右図を読み取りください。


